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(57)【要約】
【課題】補助熱源が作動して省エネルギー化を図り難く
なってしまうのを抑制することができる熱供給システム
を提供する。
【解決手段】排熱を発生する発熱装置１と補助熱源２と
から熱媒が回収した熱を暖房用端末７に供給する熱供給
システムである。省エネ運転時には、暖房用端末７で要
求される熱量が、発熱装置１から熱媒により回収される
熱量以下の場合でも、補助熱源２を作動させない。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排熱を発生する発熱装置と、
　熱を発生する補助熱源と、
　前記発熱装置の作動／停止及び補助熱源の作動／停止／発熱量を制御する熱源制御部と
、
　主熱媒が循環する主熱媒回路と、
　前記主熱媒回路に設けられ前記発熱装置及び補助熱源で発生した熱をそれぞれ前記主熱
媒が回収するための排熱回収用熱交換器及び補助熱源用熱交換器と、
　前記主熱媒回路に設けられ内部の熱交換器を介して前記主熱媒から回収した熱を湯とし
て貯留する給湯タンクと、
　前記主熱媒回路に前記給湯タンクと並列に設けられる流路と、
　前記流路に設けられ前記流路を流れる主熱媒から暖房用熱媒が熱を回収するための熱交
換器と、
　途中に前記熱交換器が設けられ前記暖房用熱媒が循環する暖房用熱媒回路と、
　途中に暖房用の排熱回収用熱交換器が設けられ内部に前記発熱装置で発生した熱を回収
する熱媒が循環する暖房用排熱回路と、
　前記暖房用熱媒回路の途中に設けられる暖房タンクと、
　前記暖房用熱媒回路の途中に互いに並列に設けられ前記暖房用熱媒から熱を得て暖房を
行う複数の暖房用端末と、
　前記暖房用端末毎に設けられ内部を流れる前記暖房用熱媒の単位時間当たりの流量を調
節する制御弁と、
　前記各暖房用端末毎の暖房の実行／停止／暖房量の設定入力を行う暖房操作部と、
　前記暖房操作部で設定入力された前記各暖房用端末の設定情報を基に前記各暖房用端末
の制御弁の制御を行う暖房制御部と、
　前記熱源制御部と前記暖房制御部との間で通信を行うための通信手段と、を備え、
　前記暖房操作部で設定された前記各暖房用端末の設定情報に基づき、前記暖房用熱媒が
所定の温度となり且つ単位時間当たりの流量が所定値となるように、前記熱源制御部が前
記発熱装置の作動／停止及び前記補助熱源の作動／停止／発熱量を制御すると共に前記暖
房制御部が前記制御弁を制御する熱供給システムであって、
　前記暖房用排熱回路を流れる熱媒が前記発熱装置から回収する熱量が小さくて、前記暖
房用熱媒の温度が前記各暖房用端末の要求温度に達しない場合は、前記熱媒制御部が前記
発熱装置及び前記補助熱源を作動させるようにする通常運転が実行可能に構成されており
、
　通常運転の代わりに省エネ運転を選択的に実行可能であり、前記省エネ運転は、前記暖
房操作部で設定入力可能であると共に、前記暖房操作部で省エネ運転が選択された場合、
前記熱源制御部は補助熱源の作動を禁止することを特徴とする熱供給システム。
【請求項２】
　通常運転時に前記暖房制御部が行う前記制御弁に対する制御に対し、省エネ運転時には
、前記暖房制御部が前記暖房用熱媒の温度に基づいて前記制御弁に対する制御を補正する
ことを特徴とする請求項１記載の熱供給システム。
【請求項３】
　前記暖房用端末が、換気機能、送風機能、暖房用熱媒から得た熱により加熱した温風の
噴出機能を備えた浴室換気乾燥暖房機であり、省エネ運転時には、前記補助熱源の作動が
禁止されて前記発熱装置が作動した状態での温風の噴出と、換気と送風とにより乾燥運転
を行うことを特徴とする請求項１又は２記載の熱供給システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱供給システムに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば発電装置等の排熱を発生する発熱装置から熱を回収して暖房用端末に
供給する熱供給システムが採用されている。（例えば特許文献１参照）
　この熱供給システムは、熱媒が循環する熱媒循環回路に、排熱を発生する発熱装置と、
熱を発生する補助熱源と、熱媒循環回路における熱媒の加熱に伴う膨張、収縮による体積
変化を吸収する開放型の暖房タンクと、複数の暖房用端末と、が接続される。熱媒は、発
熱装置で発生する排熱を回収して暖房用端末に供給するもので、暖房用端末で熱が要求さ
れない場合には、熱媒循環回路に熱交換器を介して接続される給湯用タンクに高温の熱媒
によって発生する熱が貯留され、排熱を捨てずに有効に利用することができる。
【０００３】
　そして、暖房用端末で要求される熱量が、熱媒が発熱装置から回収する熱量よりも大き
い場合には、補助熱源を作動させて不足分を補充するものである。
【０００４】
　ところで、従来の熱供給システムにあっては、発熱装置の作動／停止及び補助熱源の作
動／停止／発熱量を制御して可及的に無駄を抑えるように運転するものが開発されている
が、暖房用端末で要求される熱量が発熱装置から回収する熱量よりも大きい場合には、補
助熱源が作動してしまい、省エネルギー化を図り難いものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３４３１３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記従来の問題点に鑑みて発明したものであって、その目的とするところは、
補助熱源が作動して省エネルギー化が図り難くなるのを防止することができる熱供給シス
テムを提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の請求項１に係る発明は、排熱を発生する発熱装置１と、熱を発生する補助熱源
２と、前記発熱装置１の作動／停止及び補助熱源２の作動／停止／発熱量を制御する熱源
制御部３と、主熱媒が循環する主熱媒回路４と、前記主熱媒回路４に設けられ前記発熱装
置１及び補助熱源２で発生した熱をそれぞれ前記主熱媒が回収するための排熱回収用熱交
換器１０及び補助熱源用熱交換器２０と、前記主熱媒回路４に設けられ内部の熱交換器を
介して前記主熱媒から回収した熱を湯として貯留する給湯タンク５と、前記主熱媒回路４
に前記給湯タンク５と並列に設けられる流路４１と、前記流路４１に設けられ前記流路４
１を流れる主熱媒から暖房用熱媒が熱を回収するための熱交換器６０と、途中に前記熱交
換器６０が設けられ前記暖房用熱媒が循環する暖房用熱媒回路６１と、途中に暖房用の排
熱回収用熱交換器９０が設けられ内部に前記発熱装置１で発生した熱を回収する熱媒が循
環する暖房用排熱回路９１と、前記暖房用熱媒回路６１の途中に設けられる暖房タンク６
と、前記暖房用熱媒回路６１の途中に互いに並列に設けられ前記暖房用熱媒から熱を得て
暖房を行う複数の暖房用端末７と、前記暖房用端末７毎に設けられ内部を流れる前記暖房
用熱媒の単位時間当たりの流量を調節する制御弁７１と、前記各暖房用端末７毎の暖房の
実行／停止／暖房量の設定入力を行う暖房操作部８０と、前記暖房操作部８０で設定入力
された前記各暖房用端末７の設定情報を基に前記各暖房用端末７の制御弁７１の制御を行
う暖房制御部８と、前記熱源制御部３と前記暖房制御部８との間で通信を行うための通信
手段と、を備え、
　前記暖房操作部８０で設定された前記各暖房用端末７の設定情報に基づき、前記暖房用
熱媒が所定の温度となり且つ単位時間当たりの流量が所定値となるように、前記熱源制御
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部３が前記発熱装置１の作動／停止及び前記補助熱源２の作動／停止／発熱量を制御する
と共に前記暖房制御部８が前記制御弁７１を制御する熱供給システムであって、前記暖房
用排熱回路９１を流れる熱媒が前記発熱装置１から回収する熱量が小さくて、前記暖房用
熱媒の温度が前記各暖房用端末７の要求温度に達しない場合は、前記熱媒制御部３が前記
発熱装置１及び前記補助熱源２を作動させるようにする通常運転が実行可能に構成されて
おり、
　通常運転の代わりに省エネ運転を選択的に実行可能であり、前記省エネ運転は、前記暖
房操作部８０で設定入力可能であると共に、前記暖房操作部８０で省エネ運転が選択され
た場合、前記熱源制御部３は補助熱源２の作動を禁止することを特徴とする。
【０００８】
　省エネ運転を行うことで、補助熱源２の作動が禁止されるため、従来の運転（通常運転
）では全暖房用端末７で要求される暖房用熱媒の温度が発熱装置１からの熱回収により得
られる熱媒温度より大きい場合に補助熱源２が作動してしまうところ、全暖房用端末７で
要求される暖房用熱媒の温度が発熱装置１からの熱回収により得られる熱媒温度より大き
い場合でも補助熱源２が作動しないため、省エネルギー化を図ることができる。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において、通常運転時に前記暖房制御部８
が行う前記制御弁７１に対する制御に対し、省エネ運転時には、前記暖房制御部８が前記
暖房用熱媒の温度に基づいて前記制御弁７１に対する制御を補正することを特徴とする。
【００１０】
　これにより、熱量の不足分を低く抑えることができる。
【００１１】
　本発明の請求項３に係る発明は、前記暖房用端末７が、換気機能、送風機能、暖房用熱
媒から得た熱により加熱した温風の噴出機能を備えた浴室換気乾燥暖房機であり、省エネ
運転時には、前記補助熱源２の作動が禁止されて前記発熱装置１が作動した状態での温風
の噴出と、換気と送風とにより乾燥運転を行うことを特徴とする。
【００１２】
　省エネ運転により前記補助熱源２の作動が禁止され、前記発熱装置１のみ作動するため
、省エネルギー化が図れるもので、例えば夕刻や夜就寝する前に衣類を干しておき、翌日
に乾燥した衣類を取り込もうとする場合に有効である。
【発明の効果】
【００１３】
　従来の熱供給システムにおいては、暖房用端末で要求された熱量に対し発熱装置及び補
助熱源からの回収熱量が不足しないように運転を行うのに対し、本発明の省エネ運転にお
いては、確実に補助熱源の作動を行わないため、省エネルギー化を確実に図ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の熱供給システムの一実施形態の全体構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施形態について、添付図面に基づいて説明する。
【００１６】
　本発明の熱供給システムは、発熱装置１及び補助熱源２と、前記発熱装置１及び補助熱
源２で発生した熱を回収する熱媒（以下「主熱媒」とする）が循環する主熱媒回路４と、
暖房用端末７と、で主体が構成される。
【００１７】
　発熱装置１は、本実施形態では発電運転により電気及び排熱を発生する原動機駆動式の
発電装置であるが、燃料電池からなる発電装置であってもよく、また、発電装置でなくて
も排熱を発生する装置であれば特に限定されないものである。発熱装置１に発電装置を用
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いることで、所謂コージェネレーションシステムとなる。ここで、排熱とは、副次的に発
生する熱のことであり、本来捨てられて利用されない熱を有効に利用することで省エネル
ギー化を図るものである。また、排熱ではないものの、本来利用されない太陽熱等を利用
することで省エネルギー化を図るものであってもよく、この場合、発熱装置１として例え
ばソーラー温水器等が好適に用いられる。
【００１８】
　補助熱源２は、本実施形態では都市ガスやプロパンガス等を燃料とするガスバーナであ
るが、他の燃焼機器や電気ヒーター等、熱を発生するものであれば特に限定されない。
【００１９】
　発熱装置１及び補助熱源２は、熱源制御部３により制御される。熱源制御部３は、マイ
クロコンピュータからなり、制御プログラムにより制御を行うもので、前記発熱装置１の
作動／停止、補助熱源２の作動／停止、更に発熱量の制御を行って熱利用運転を行うもの
である。熱源制御部３は、熱源操作部３０での熱利用運転の開始操作により熱利用運転を
開始し、熱利用運転の停止操作により熱利用運転を停止する。
【００２０】
　発熱装置１及び補助熱源２で発生した熱は、主熱媒により回収される。主熱媒は温水で
あり、発熱装置１及び補助熱源２は主熱媒回路４の途中に接続される排熱回収用熱交換器
１０及び補助熱源用熱交換器２０にて、発熱装置１及び補助熱源２で発生した熱が直接的
又は間接的に主熱媒に回収される。すなわち、発熱装置１で発生した熱を主熱媒が回収す
るにあたり、別の熱媒を介してもよく、本実施形態では、発熱装置１の内部に前記別の熱
媒（以下「回収用熱媒」とする）が発熱装置１で発生した熱を回収するための熱交換器１
１を設け、回収用熱媒が循環する回収用回路１２を排熱回収用熱交換器１０の一次側に接
続すると共に主熱媒回路４を二次側に接続し、発熱装置１で発生した熱を回収用熱媒を介
して主熱媒が回収している。また、補助熱源２は、内部に設けられる補助熱源用熱交換器
２０にて高温の燃焼排気と主熱媒とが直接熱交換している。そして発熱装置１にあっても
、内部に設けられる熱交換器１１にて主熱媒が直接熱を得るようにしてもよい。
【００２１】
　また主熱媒回路４には、熱交換器（図示せず）を介して給湯タンク５が設けられる。給
湯タンク５は、主熱媒の熱量を給湯用として貯留する密閉型のタンクであり、高温となっ
た主熱媒と貯留している給水とが前記熱交換器を介して熱交換することにより、発熱装置
１及び補助熱源２で発生した熱を蓄えるものである。発熱装置１が発生した熱全てを必要
としない時でも、回収した熱量を給湯タンク５に貯留して発熱装置１が作動していない時
に利用することが可能で、給湯タンク５はバッファとして機能する。また、給湯タンク５
には出湯管５１が接続されており、この出湯管５１の途中から給湯利用の給湯管５１ａと
風呂の湯張り用の湯張管５１ｂとに分岐している。また、出湯管５１の前記分岐箇所より
も上流側の部分に混合弁５２が設けられ、この混合弁５２に水道等の水源に接続される給
水管５３が接続される。これにより、給湯タンク５からの湯と水を混合弁５２で混合して
、適宜温度が調節された温水が給湯管５１ａや湯張管５１ｂを介して吐出可能となってい
る。
【００２２】
　また主熱媒回路４には、給湯タンク５と並列に、熱交換器５４及び熱交換器６０を直列
に接続した流路４１が設けられる。熱交換器５４の一次側には流路４１が接続され、二次
側に追い焚き用循環回路５５が接続され、浴槽から吸入された浴水が熱交換器５４にて加
熱された後、再び浴槽に吐出可能となっている。
【００２３】
　給湯タンク５には、水道等の水源に接続される給水管５６が接続され、給湯タンク５か
ら出湯された分の水が補給される。また給湯タンク５には、途中に開閉弁５８を備えたオ
ーバーフロー管５７が接続される。
【００２４】
　熱交換器６０は、一次側に流路４１が接続され、二次側に暖房用熱媒回路６１が接続さ
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れる。暖房用熱媒回路６１は、暖房タンク６と、複数の暖房用端末７が接続され、内部を
熱媒（以下「暖房用熱媒」とする）が流れるものである。暖房用端末７は、暖房用熱媒か
ら熱を得て暖房を行うものであり、例えば暖房用熱媒としての温水を流して暖房を行う温
水床暖房装置や、暖房用熱媒により加熱した温風を吹き出す浴室換気乾燥暖房機が好適に
用いられるが、他の暖房装置であってもよく特に限定されない。暖房用端末７は内部に放
熱流路７０を備えており、暖房用熱媒が前記放熱流路７０を流れる際に放熱して暖房が行
われる。各暖房用端末７には、前記放熱流路７０の内部を流れる前記暖房用熱媒の単位時
間当たりの流量を調節する制御弁７１がそれぞれ設けられる。本実施形態では暖房用端末
７として、高温（例えば８０℃程度）の暖房用熱媒を要する浴室換気乾燥暖房機からなる
高温端末７ａと、低温（例えば６０℃程度）の暖房用熱媒を要する温水床暖房装置からな
る複数の低温端末７ｂと、が接続されている。また制御弁７１としては、開閉制御を行う
熱動弁が設けられるが、比例弁であってもよく、単位時間当たりの流量が調節できれば特
に限定されない。
【００２５】
　暖房タンク６は、暖房用熱媒を貯留する大気開放型のタンクで、暖房タンク６の暖房用
熱媒の出口に往路６１ａが接続されると共に入口に復路６１ｂが接続され、往路６１ａ、
放熱流路７０、復路６１ｂで暖房用熱媒回路６１が構成される。また暖房タンク６には、
水道等の水源に接続される給水管６７が接続される。
【００２６】
　往路６１ａは、途中に暖房用熱媒の搬送手段となるポンプ６４が接続され、ポンプ６４
よりも下流側の部分で高温端末７ａと低温端末７ｂとにそれぞれ至る高温路６２と低温路
６３とに分岐し、更に、低温路６３はそれぞれ各暖房用端末７に至る分岐路６３ａが分岐
している。なお、高温路６２が複数の高温端末７ａに向けて複数の分岐路に分岐しても勿
論よい。復路６１ｂは、各暖房用端末７からの流路が合流して暖房タンク６に接続される
もので、流路が合流した箇所の下流側の部分に排熱回収用熱交換器９０が設けられる。ま
た、高温路６２と、復路６１ｂの排熱回収用熱交換器９０の下流側の部分とがバイパス弁
６６を備えたバイパス流路６５で接続されている。排熱回収用熱交換器９０は、一次側に
復路６１ｂが接続され、二次側に暖房用排熱回収回路９１が接続される。暖房用排熱回収
回路９１は、排熱回収用熱交換器９０から発熱装置１の熱交換機１１へ向かう往路の下流
端が、排熱回収用熱交換器１０から発熱装置１の熱交換機１１へ向かう往路の途中に接続
され、発熱装置１の熱交換機１１から排熱回収用熱交換器９０へ向かう復路の上流端が、
発熱装置１の熱交換機１１から排熱回収用熱交換器１０へ向かう復路の途中に三方弁１３
を介して接続される。本実施形態では、暖房用排熱回収回路９１内を上記回収用熱媒が循
環する。
【００２７】
　前記暖房用端末７に設けられた制御弁７１は、暖房制御部８により制御される。暖房制
御部８は、マイクロコンピュータからなり、制御プログラムにより制御を行うもので、暖
房操作部８０で設定入力された各暖房用端末７の設定情報を基に、各暖房用端末７に設け
られた制御弁７１の制御を行う。暖房操作部８０は、各暖房用端末７における暖房の実行
／停止／暖房量の設定入力を行うもので、設定情報を暖房制御部８へ無線又は有線で送信
する。ここで、暖房量の設定は、暖房の温度（℃）を設定するものや、暖房レベル（例え
ば数℃の範囲）を強／中／弱や１段階～５段階等のように段階的に設定するもの、等様々
な設定の仕方があり、特に限定されない。また、暖房操作部８０は、各暖房用端末７毎に
別々に設けられてもよいし、一つにまとめて設けられてもよい。
【００２８】
　熱源制御部３と暖房制御部８とは、該熱源制御部３と暖房制御部８との間で無線又は有
線で通信を行うための通信手段（図示せず）より通信を行う。
【００２９】
　以下、熱利用運転について説明する。熱利用運転には通常運転と省エネ運転とがあり、
いずれかを選択する。通常運転と省エネ運転の選択は、暖房操作部８０での設定入力によ
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り行われる。
【００３０】
　通常運転は、暖房操作部８０において設定入力された各暖房用端末７毎の暖房の実行／
停止／暖房量の設定情報に基づき、全暖房用端末７で要求された暖房用熱媒の温度に対し
発熱装置１及び補助熱源２により加熱される暖房用熱媒の温度が不足することのないよう
に運転するものである。暖房操作部８０にて通常運転が設定入力されると、通信手段を介
して熱源制御部３に送信され、熱源制御部３が発熱装置１の作動／停止及び補助熱源２の
作動／停止／発熱量の制御を行う。
【００３１】
　そして、前記暖房操作部８０で設定入力された各暖房用端末７の設定情報から算出され
る、全暖房用端末７で要求される暖房用熱媒の温度が、前記発熱装置１における加熱によ
り維持できる場合は、前記熱源制御部３が発熱装置１を作動させると共に補助熱源２を作
動させず、前記暖房量が前記発熱装置１における加熱により維持できない場合は、前記熱
源制御部３が発熱装置１及び補助熱源２を作動させるように運転するものである。なお、
前記発熱装置１の加熱による得られる暖房用熱媒の温度は、発熱装置１の最大出力での運
転時の回収熱量と運転中の全暖房用端末７における出力により決定される。全暖房用端末
７における出力合計が発熱装置１の最大出力を越えない場合は、暖房用熱媒の温度は、暖
房用端末７が要求する設定温度通りに制御され、発熱装置１の最大出力を越える場合は、
暖房用熱媒の温度（往き温度）が低下するが、その場合は、補助熱源２を作動させること
により、暖房用端末７が要求する設定温度通りに制御される。
【００３２】
　上記通常運転は、例えば発熱装置１からの回収熱量が３ｋＷである場合、全暖房用端末
７で要求される熱量の合計が３ｋＷ以下の場合、補助熱源２は作動させず発熱装置１のみ
の運転を行い、特に、全暖房用端末７で要求される熱量の合計が３ｋＷに満たない場合に
は、発熱装置１で発熱した３ｋＷのうち利用されなかった余剰分は、暖房タンク６に蓄熱
される。暖房制御部８は、暖房操作部８０にて暖房の実行が入力されていない暖房用端末
７の制御弁７１を閉とし、暖房の実行が入力された暖房用端末７の制御弁７１を、該暖房
用端末７の設定されている暖房量に基づいて制御する。本実施形態では、制御弁７１が熱
動弁であって開閉制御を行う。開閉制御は、開時間と閉時間の比率を変化させることで単
位時間当たりの放熱量を制御する。
【００３３】
　また、全暖房用端末７で要求される熱量の合計が３ｋＷより大きい場合、補助熱源２を
作動して不足分を補充する。なお、発熱装置１からの回収熱量が３ｋＷに限定されないの
は勿論である。
【００３４】
　省エネ運転は、前記暖房操作部８０で設定入力された各暖房用端末７毎の暖房の実行／
停止／暖房量の設定にかかわらず、補助熱源２の作動を禁止して運転するものである。暖
房操作部８０にて省エネ運転が設定されると、通信手段８を介して熱源制御部３に送信さ
れ、熱源制御部３が発熱装置１の作動／停止を行うと共に補助熱源２は作動させないよう
な制御を行う。
【００３５】
　上記省エネ運転は、例えば発熱装置１からの回収熱量が３ｋＷである場合、全暖房用端
末７で要求される熱量の合計が３ｋＷ以下の場合、補助熱源２は作動させず発熱装置１の
みの運転を行い、通常運転と同じとなる。
【００３６】
　次に、全暖房用端末７で要求される熱量の合計が３ｋＷより大きい場合、補助熱源２は
作動させず発熱装置１のみの運転を行う。この場合、暖房用端末７で要求される熱量を発
生させることはできず成り行き運転となる。
【００３７】
　上記本発明の熱供給システムにおいては、省エネ運転の場合には補助熱源２の作動が禁
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大きい場合には、補助熱源２が作動する従来の運転（通常運転）と比較して消費エネルギ
ーが少なくて済み、省エネルギー化を図ることができる。
【００３８】
　従来のコージェネレーションシステムを用いた熱供給システムにおいても、省エネルギ
ー化を図るための様々な運転方法が開発されているが、いずれも全暖房用端末７で要求さ
れた熱量の合計に対し発熱装置１及び補助熱源２からの回収熱量が不足しないように、発
熱装置１の作動／停止及び補助熱源２の作動／停止／発熱量を制御して可及的に無駄を抑
えるように最適化したりして運転するものである。言い換えれば、熱源側（発熱装置１及
び補助熱源２）のみで最適な運転を行おうとするものである。従って、全暖房用端末７で
要求された熱量の合計に対し発熱装置１からの回収熱量が不足する場合には、補助熱源２
を作動させざるを得ず、できるだけ無駄を抑えるといえども消費エネルギーは大きくなる
。
【００３９】
　これに対し本発明においては、熱源側のみならず暖房側（暖房用端末７）も併せて可及
的に無駄を抑える運転を行うものであり、確実に補助熱源２の作動を行わず省エネルギー
化を図ることができる。特に、暖房運転中、短時間だけ全暖房用端末７で要求される熱量
の合計に対し発熱装置１からの回収熱量が不足する場合、従来の運転においては要求され
る熱量の合計に対し発熱装置１からの回収熱量が不足した時点で補助熱源２を作動すると
共に、要求される熱量の合計に対し発熱装置１からの回収熱量で充足するようになった時
点で補助熱源２を停止することとなり、短時間で補助熱源２の作動・停止が行われて非常
に効率が悪い。このような場合には、省エネ運転においては、補助熱源２の作動・停止が
行われず効率が悪くならず省エネルギー化を図ることができ、全暖房用端末７で要求され
る熱量の合計に対し供給される熱量が不足するのが短時間であるため、使用者が意に反し
て寒さを感じることも殆どなく実用上支障ないものである。
【００４０】
　また、省エネ運転において、全暖房用端末７で要求される熱量の合計に対し発熱装置１
からの回収熱量が不足するのが長時間に亘る場合、使用者が意に反して寒さを感じる惧れ
がある。これを回避しようとする場合には、不足分を補充する制御を行うのが好ましく、
例えば、省エネ運転で所定時間運転した後、自動的に通常運転に移行する、等の制御が挙
げられる。
【００４１】
　以下、熱利用運転の具体例について説明する。
＜具体例１＞
　まず、通常運転について説明する。暖房制御部８は、低温端末７ｂ（温水床暖房装置）
の制御について、表１に示すように、複数段階の目標放熱量が設定されており、暖房操作
部８０にて各暖房用端末７毎に任意の段階の目標放熱量を設定することができる。本例で
は１５～９５（Ｗ／ｍ２）の１２段階の目標放熱量が設定可能である。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
　一つの低温端末７ｂのみで暖房運転を行う場合、低い方から２段階目までは、熱媒とし
ての温水の温度を４０℃とし、１サイクルを２０分として、１サイクル中の開時間をそれ
ぞれ３分～１０分の間で段階的に変化させることで、目標放熱量の放熱を行うものである
。また、低い方から３段階目以降は、熱媒としての温水の温度を６０℃とし、１サイクル
中の開時間をそれぞれ５分～２０分の間で段階的に変化させることで、目標放熱量の放熱
を行うものである。
【００４４】
　複数の低温端末７ｂを併用して暖房運転を行う場合、熱媒としての温水の温度を６０℃
とし、１サイクルを２０分として、１サイクル中の開時間をそれぞれ２．５分～２０分の
間で段階的に変化させることで、１～６の全段階における目標放熱量の放熱を行うもので
ある。
【００４５】
　また、一つ又は複数の低温端末７ｂと高温端末７ａ（浴室換気乾燥暖房機）とを併用し
て運転する場合、熱媒としての温水の温度を７２℃とし、１サイクルを２０分として、１
サイクル中の開時間をそれぞれ２分～１１分の間で段階的に変化させることで、１～６の
全段階における目標放熱量の放熱を行うものである。なお、実際の放熱量は環境により変
化するため、設計値である目標放熱量と一致しないことが多いが、誤差があっても実用上
問題はないように設計されている。
【００４６】
　次に、省エネ運転について説明する。省エネ運転は、原則的に補助熱源２の作動を禁止
するものであるが、ある条件で例外的に補助熱源２を作動させてもよい。本例では、省エ
ネ運転は、完全省エネ運転と、部分省エネ運転の二つの運転のいずれかを選択して運転す
るものである。
【００４７】
　完全省エネ運転は、いかなる場合でも補助熱源２を作動させない運転である。
【００４８】
　部分省エネ運転は、所定の開始条件が満たされると補助熱源２を作動する。そして、所
定の停止条件が満たされると補助熱源２を停止し、以降は、再び所定の開始条件が満たさ
れない限り、全暖房用端末７で要求される熱量の合計に対し発熱装置１からの回収熱量が
不足する場合でも補助熱源２を作動させないように運転するものである。
【００４９】
　所定の開始条件は、起動時や、暖房用端末７における放熱量を上げる場合等、要求され
る熱量の合計の変化量の下限値として設定されたり、あるいは、室温検知手段により室温
を検知して、該室温の下限値として設定されたりするが、他の条件であってもよい。所定
の停止条件は、経過時間や、室温の上限値として設定されたりするが、他の条件であって
もよい。
【００５０】
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　部分省エネ運転においては、大きな熱量が要求される場合に補助熱源２を作動させるこ
とで、長時間に亘って熱量が大きく不足する状態を回避して快適さを保ちながら、自動的
に省エネ運転（全暖房用端末７で要求される熱量の合計に対し発熱装置１からの回収熱量
が不足する場合でも補助熱源２を作動させない運転）に移行する。このため、起動時等に
通常運転で運転し、その後、暖房操作部８０を操作して省エネ運転に切り替えたりするこ
となくこれと同様の運転が可能である。
【００５１】
　また、完全省エネ運転及び部分省エネ運転のいずれの場合でも、全暖房用端末７で要求
される熱量の合計に対し発熱装置１からの回収熱量が不足するのに補助熱源２を作動させ
ない時、暖房制御部８が、通常運転時の暖房用端末７の制御弁７１の制御に補正を加えた
補正制御を行ってもよい。
【００５２】
　すなわち、全暖房用端末７で要求される熱量の合計に対し発熱装置１からの回収熱量が
不足しているのに補助熱源２を作動させない場合、熱媒の温度が通常運転時の温度よりも
下がってしまう。そこで、制御弁７１の開時間を、通常運転時の開時間に対してある値又
はある割合で増加させる補正を行うものである。開時間の補正量は、熱媒の温度や低下温
度から所定の算出式により求めたり、予め各段階において熱媒の温度や低下温度から補正
量を決めておいてもよく、適宜設定される。これにより、熱量の不足分を低く抑えること
ができる。
＜具体例２＞
　本例では、高温端末７ａとしての浴室換気乾燥暖房機の運転例である。
【００５３】
　浴室換気乾燥暖房機は、換気機能、送風機能、暖房用熱媒から得た熱により加熱した温
風を噴出することによる暖房機能を備え、浴室に衣類等を干して乾燥させるための浴室乾
燥運転を行うことができる。
【００５４】
　浴室乾燥運転は、省エネ運転が選択的に実行可能であり、暖房操作部８０での設定入力
により通常運転と省エネ運転のいずれかを選択する。
【００５５】
　通常運転は、高温路６２に高温（８０℃程度）の熱媒を流して浴室換気乾燥暖房機に供
給し、浴室換気乾燥暖房機にて温風を生成して浴室に噴出し、衣類等を乾燥させるもので
あるが、放熱量が３～５ｋＷと大きいため必然的に補助熱源２が作動するものである。こ
の時、温風の噴出に加え、換気を行うことで乾燥が促進される。衣類等は２～３時間等で
乾燥するため、通常運転は２～３時間で終了するように設定される。なお、通常運転の運
転時間は２～３時間に限定されない。
【００５６】
　省エネ運転は、補助熱源２の作動が禁止され、発熱装置１のみの作動で運転がなされる
。この時も、温風の噴出に加え、換気を行うことで乾燥が促進される。放熱量は最大で３
ｋＷ程度であり乾燥能力が低いが、運転時間を長くして乾燥能力を補充するものである。
この場合でも衣類等は８時間程度で乾燥するため、省エネ運転は８時間程度で終了するよ
うに設定される。なお、省エネ運転の運転時間は８時間程度に限定されない。
【００５７】
　本例では、衣類を２～３時間等の短時間で乾燥させる必要がなく、例えば夕刻や夜就寝
する前に衣類を干しておき、翌日に乾燥した衣類を取り込もうとする場合に、省エネルギ
ー化が図れるものである。
【符号の説明】
【００５８】
１　　発熱装置
１０　排熱回収用熱交換器
１１　熱交換器
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１２　回収用回路
２　　補助熱源
２０　補助熱源用熱交換器
３　　熱源制御部
３０　熱源操作部
４　　主熱媒回路
４１　流路
５　　給湯タンク
５１　出湯管
６　　暖房タンク
６０　熱交換器
６１　暖房用熱媒回路
６１ａ　往路
６１ｂ　復路
６２　高温路
６３　低温路
６３ａ　分岐路
７　　暖房用端末
７ａ　高温端末
７ｂ　低温端末
７０　放熱流路
７１　制御弁
８　　暖房制御部
８０　暖房操作部
９０　暖房用の排熱回収用熱交換器
９１　暖房用排熱回収回路
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